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お知らせ１月

相
談

特
設
人
権
相
談
所

■
日
時
／
2
月
２
日
㈪

　

橘
総
合
セ
ン
タ
ー

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

■
相
談
担
当
者
／

　

法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護
委
員

※
相
談
内
容
に
つ
い
て
は
秘
密
を

厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か

〜
２
月
は
「
相
続
登
記
は
お

済
み
で
す
か
月
間
」
で
す
〜

　

相
続
登
記
と
は
、
相
続
し
た
不

動
産
の
登
記
上
の
名
義
を
変
更
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
相
続
登
記

は
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、
手
続
き
が
遅
れ
が
ち
で
あ
る

ば
か
り
か
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
た

り
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
相
続
し
た
不
動

産
の
名
義
を
変
更
し
な
い
ま
ま
放

置
し
て
お
く
と
、
売
却
す
る
場
合

や
担
保
に
し
て
融
資
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
な
ど
に
、
手
続
き
が

順
調
に
進
み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
相

続
権
の
あ
る
人
が
次
第
に
増
え
て

ち
び
っ
子
医
療
費
助
成
制
度

所
得
制
限
撤
廃
の
お
知
ら
せ

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
周
防
大
島

町
で
は
、
小
学
校
１
年
生
か
ら
小

学
校
６
年
生
ま
で
を
対
象
に
、
医

療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
す
る

「
ち
び
っ
子
医
療
費
助
成
事
業
」
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成
21
年
４

月
１
日
か
ら
、
所
得
制
限
を
撤
廃

し
、
０
歳
か
ら
小
学
校
６
年
生
ま

で
の
す
べ
て
の
児
童
を
対
象
と
し

て
実
施
し
ま
す
。

　

新
た
に
対
象
と
な
る
児
童
に
つ

き
ま
し
て
は
、
後
日
、
文
書
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
記
載
事
項

に
し
た
が
っ
て
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

（
重
度
心
身
障
害
者
用
ま
た
は
母

子
家
庭
用
）
を
受
給
中
の
児
童
は
、

手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

（
乳
幼
児
用　

有
効
期
限
：
平
成

20
年
８
月
１
日
〜
平
成
21
年
３
月

31
日
）
を
受
給
中
の
児
童
は
、
引

き
続
き
４
月
１
日
か
ら
「
ち
び
っ

子
医
療
費
助
成
制
度
」
の
対
象
者

と
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
す

権
利
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
様
々

な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
た
め
、

早
期
に
登
記
手
続
き
を
行
う
こ
と

が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決

し
、
ま
た
、
未
然
に
防
止
す
る
よ

う
毎
年
２
月
を
「
相
続
登
記
は
お

済
み
で
す
か
月
間
」
と
設
定
し
、

県
下
各
司
法
書
士
事
務
所
に
お
い

て
相
続
登
記
に
関
す
る
相
談
を
無

料
で
実
施
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
司
法
書
士
会
事
務
局

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

司
法
書
士
サ
ラ
金
・
ヤ
ミ
金

無
料
電
話
相
談
会

■
日
時
／
２
月
14
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号
／

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容
／

　

消
費
者
金
融
・
信
販
会
社
・
銀

　

行
等
へ
の
返
済
で
お
困
り
の

　

方
々
に
、
債
務
整
理
手
続
や
お

　

近
く
の
司
法
書
士
事
務
所
の
紹

　

介
な
ど
、
問
題
解
決
に
向
け
て

　

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

相
談
会
担
当

　

司
法
書
士　

松
井
成
夫

☎
０
８
３
５
（
２
２
）
６
５
３
３

　

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
／
福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

麻
し
ん
（
は
し
か
）
風
し
ん

の
予
防
接
種
は

も
う
済
み
ま
し
た
か
？

　

麻
し
ん
に
か
か
る
と
、
肺
炎
、

中
耳
炎
や
脳
炎
を
起
こ
す
こ
と
が

あ
り
、
脳
炎
は
重
症
化
す
る
と
麻

痺
な
ど
の
後
遺
症
が
残
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

風
し
ん
に
か
か
る
と
、
関
節
痛
、

脳
炎
な
ど
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
妊
娠
初
期
の
妊
婦

お
知
ら
せ

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

自
営
業
者
・
学
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
の
方
な
ど
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、

住
所
地
の
市
町
村
役
場
へ
国
民
年
金
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
加
入
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
２
号
被
保
険
者
の

勤
務
先
を
経
由
し
て
加
入
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
加
入
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
／
健
康
増
進
課
医
療
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
２

20
歳
に
な
っ
た
ら

国

民

年

金
が
感
染
す
る
と
、
白
内
障
、
聴
覚

障
害
な
ど
身
体
に
障
害
を
も
っ
た

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
高

く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
学
１
年
生
、
高
校
３
年
生
で
、

ま
だ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
が

な
い
方
、
１
歳
の
時
に
し
か
受
け

た
こ
と
が
な
い
方
は
、
早
く
医
療

機
関
で
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ

う
。（
中
学
１
年
生
と
高
校
３
年
生

が
無
料
で
接
種
で
き
る
の
は
、
平

成
24
年
３
月
31
日
ま
で
の
特
例
措

置
で
す
。）

■
問
い
合
わ
せ
／

　

健
康
増
進
課
健
康
づ
く
り
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
４


